
は駅および車内縄示用，旅客事務)'1'1，貨物事務用，運転事務用

その他があり，市販のものも数多くある。

|富欽では旅客荷主および公衆の言語道 ・ 案内等のため， 駅およ

び谷111内に掲出する欽道線路図について， つぎのように定めて

いる。

l 甑 類以待合室等の掲出用を第 l 極とし，客車内鰍

fiîi!匂 J品 mを第 2 在E とする。

2 寸法第 l極縦 72.8cm 倣 103 .0cm

第 2極縦 36.4 cm 横 5 1.5cm

3 内 容鉄道， 極|鉄自動車の路線，駅名等案内に必裂

な事項を記íl賞したもの。(謙悌寿)

てつどうだいち ょう 鉄道台帳 地方鉄道業者は，その鉄道

のすべてを具体的に記帳した鉄道台帳を調製して備えおくべき

ことを，地方鉄道法施行規則第 50 条で定められている。その

線式は大正 8 ・ B 鉄道|涜告示第 66 号で tl~1 }:Ëされ，昭和 5 ・ 6 鉄道

省告示鈎 181 号で改正されたが， )'fJ J也， 橋梁(きょうりょう) ，

隠逃(ずいど う)，蒸気機関車，汽動車， 111気後|測事， 電車，客

車および1ヨ11工の各極台帳に分れている。鉄道台帳は随時監督官

庁から派:i1'tされる監査員によって査閲されることがあり ， また

政府の'JJ..収もしくは談i度，合併等の際の霊裂な引継事項ともな

るから， lf~illJ)~;には十分注意して正維に整理しておく必姿があ

る。(布1回四自11)

てつどうつうしん 鉄道通信 国鉄では業務上の指邸 ・ 命令 ・

報告 ・ 述総 . >通報・間合わせ等の通信を迅速に行うため，業務

に即応して，随時自由に使用できる自営の電気通信設備を有し

ている。この自'@.の設備によって行われている通信を鉄道通信

とし、う。

国鉄が惚気通信を自営し得る根拠は日本国有鉄道法第 3 条に

明示されており ， 輸送の迅速 ・ 安全 ・ 正確性を右重度に製求され

る事業の本質と，全国にわたるぼう大な組織を運営するために

は，他の設備に依存したのでは， その完全な業務の遂行が拘j し

がたく ， したがって必然的安求にもとづいて施設されたもので

ある。

わが国の鉄道事業に電気通信が使用されたのは， 災にわが国

に鉄道が附設された当初jからで為って， 当時の五宣伝設備は電信

般のみで， Ilj]治 5 ・ 10 欽道開通と問l時に新橋 ・ 横浜聞にfrti言後が

設置されたのである。その後明治 13 ・ 9 '111 1戸， 三ノ富岡停車場

に'lß認が初めて使m されるにおよび， 鉄道通信は7副首 と電話と

になり ， その後電話は長足の進歩発展をした。現在では， 約 11

万仰の電話俄と約 2 千 5 百座の電信機が設備され前者で約 7 f立，

後者で約 l 憶の通信が行われている。(在~)~武雄)

てつどうつうしんせんろ 鉄道通信線路 鉄道を巡営す る

には"J，IJ: )IJ の jffi信総がどうしても必袈である。明治 5 ・ 10 新橋 ・横

浜開鉄道開通と問時に鉄道の通信も施設されて， 列車運転およ

びその他の業務の連絡に用いられていた。

その後 Ilj] 治 33 年に官庁用'ît\:信電話法および私設ftt信電話法

により，鉄道省および私鉄は専用通信を持つことが法的にも認

められ，今日に至っている。

今 日 国鉄では全国鉄道線路のある所必ず辺信線路がある。 通

信線路には列車事故または日常の保線作業の場合等隣接駅とた

だちにiili約できる ように約 500 m j泣きにジャッ{1 . ポァク スを

設け，駅附の どこからでも通信迩絡できるようになっている。

それで通信線路は鉄道線路に接近してほぼ並行して建設されて

いる。

つぎに国鉄の通信線路の特長をあげると

1 架空線通信線が主体であり ， 一部都市近郊または長いト

てつどうてい

ンネノレ等ではケ ー プノレが使用されている。

2 と くに架線条数が多く 80 条にもおよぶ所がある。

3 腕木間隔が 45cm である(電々公社は 36cm) 。

4 腕木取付方向が'tII柱ごとに反対になる。 frt 々公社は同方

向である。(松下純二日11)

てつどうつうしんちょうせいきてい 鉄道通信調整規程

鉄造通信回線の量約Eを常に良好な状態に維持し，円滑な通信の

そi還を確保するとともに， 非常災害時における緊急通信の迩周

に万全を期するため， IIH和 26 ・ 4 総裁述書n73 号により制定さ

れたもので， 本社電気局および鉄道管理局に通信調整部をおき ，

通信回線の使H'J配分， 通信の監査，通信回線の変更，またはう

回併成， 通信回線障密l時のj昔位および障害の調査等を行うこと

が規定されている。(岩沢弘)

てつどうつなみけいほうてんたっこころえ 鉄道津波警報

伝達心得 地震その他の気象状況により津波の来襲のおそれ

があるとき，その;被裂を最少限度に | 響報 |
I ~ ~磐文

とどめるために津波笹報を関係地峡 | 極 別|

の業務総!隙lに対し，迅速的磁に伝達 | 第 1 極 l ツナ ζ ナシ

する方法を定めたものである(昭和 | 第 2 極 |ヨワ イ アナミ

25 年総裁淫第 268 号)。答報は東京 | 第 3 極 |オオツナミ
l 第 4 極 |ツナミカイジョ

外 6 箇所の気象官場から関係の鉄道 l | 

管理局長に伝達され，鉄道管浬局長は所管内業務機関に電信ま

たは電話により伝達する。なお苦手報の極類は上の 4 とおりであ

る。(岩沢弘)

てつどうていとうぼう 鉄道抵当法 地方欽道の借入資本の

融資を容易ならしめるために，鉄道の有機的にー休となった有

形固定資産について鉄道財団を組成して，これに抵当権の設定

を創設した法律であり，同財団抵当権の設定およびその実行に

関する諸手続若手を定めている。

1 沿草

木法は明治 38 ・ 3 法律第 53 号をもって制定公布され，その後

数次の改正をみて今日に至っているが，最近では昭和 31 ・ 4 ・ 2

法律第 63 号による改正が最も大き L 、(以下この法律をL改正法1

という)。当初大規艇な私設鉄道に抵当権を設定して，外資の導

入を容易にすることに制定の目的があったといわれる。なお本

法の制定当時私鉄の本法にもとづく外資導入の突例を掲げると，

明治 38 ・ 11 ・ 1 北海道炭磁鉄道株式会社が日本興業銀行と信託契

約を締結し，同年 11 ・ 4 該契約の趣旨にしたがってさらに英京ロ

ソドン所在の The Chartered Bank of India , Austra lia 品

China との聞に締結された社債引受契約にもとづいて同鉄道

はその経営にかかる事業設備につき第 1]順位の鉄道財団および

鉱業財団を設定した。この外国社依総領 100 万ポソドであり ，

明治 39 年鉄道国有法にもとづく政府の民収に際してはうち 40

万ポγ ドが鉄道所属・分 として国へ引継がれた。このほか関西鉄

道株式会社の外国社債として英貨 100 万ポ γ ドがあった。

2 内容

(1) 鉄道財団抵当相官の設定手続

ア鉄道財団

本来民法の規定による抵当権を設定するとすれば，鉄道の営

業用有形回定資産のうち， 土地 ・ 家屋について 1 つ 1 つ抵当権

を設定し，これを~記することになり ，ことに動産については

質権を設定することとなり，広範凶の財産についてこのような

担保権を設定することは繁雑である。こ とに質権のように相手

方に物の引渡しを裂するものはその設定が困難である。また抵

当権についても ， Ü't務の弁済不能の際鉱当権を行使しでも ， 鉄

道の不動産を断片的に処分すれば経済的価値が乏しく，担保の
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